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＜ 都市再開発の方針の位置づけ ＞ 

「 未来の東京」 戦略ビ ジョ ン  

推進 

都市計画区域の整備 
開発及び保全の方針 

( 都市計画区域マスタ ープラ ン )  

都市づく り のグラ ン ド デザイ ン  

区市町村マスタ ープラ ン  
 

都市再開発の方針 

防災街区整備方針 

住宅市街地の開発
整備の方針 

具体の都市計画 
（ 地域地区、 都市施設、 市街地開発事業、 地区計画 など）  

（ 都市計画法第 7 条の 2）  

（ 都市計画法第 7 条の 2）  

（ 都市計画法第 18 条の 2）  

立地適正化計画 

（ 都市計画法第 6 条の 2）  

（ 都市再生特別措置法第 81 条）  

 

 

 

都 市 計 画 課 

東京都市計画都市再開発の方針（原案）について 

１ 都市再開発の方針について 

都市再開発の方針は、 都市再開発法第２ 条の３

第１ 項及び第２ 項に基づく も ので、 都市計画法第

７ 条の２ 第 1 項第 1 号により 都市計画と し て定め

る も のです。 市街地における 再開発の各種施策を

長期的かつ総合的に体系づけたマスタ ープラ ン で

あり 、「 未来の東京」 戦略ビジョ ンで示す方向性や

都市づく り グラ ン ド デザイ ン 、 都市計画区域の整

備、 開発及び保全の方針を 実効性のあるも のと す

る ため、 再開発の適正な誘導と 計画的な推進を 図

るこ と を目的と し て東京都が定めます。  

都市計画区域マスタ ープラ ンなどの他の方針と 同様に、 土地利用、 都市施設の整備、 市街地開発

事業などの個別の都市計画の上位に位置付けら れているも のです。なお、当方針は平成２ ７ 年３ 月

策定の現行計画を 改定するも のです。  

 

２ 方針に定める事項 

〇１ 号市街地： 計画的な再開発が必要な市街地（ 中枢広域拠点／新都市生活創造域）  

＜都市再開発法第２ 条の３ 第１ 項第１ 号＞           【 区部全域】  

〇２ 号地区 ： １ 号市街地のなかで、 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき 相当

（ 再開発促進地区）   規模の地区＜都市再開発法第２ 条の３ 第１ 項第２ 号＞    【 区内１ ７ 地区】  

○誘導地区  ： １ 号市街地のう ち、 ２ 号地区に至ら ないが、 今後、 再開発の機運の醸成等を図り

再開発に関する公共及び民間の役割を 明確にし ていく べき 地区 【 区内１ 地区】  

 

３ これまでの経緯と今後のスケジュール 

令和２ 年６ 月１ ２ 日付け 東京都から の縦覧依頼（ 別紙）  

令和２ 年７ 月１ 日から ７ 月１ ５ 日 都市計画原案の縦覧 

令和２ 年８ 月２ ０ 日及び２ １ 日 公聴会の開催（ 東京都庁都民ホール）  

令和２ 年１ ２ 月 都市計画案の公告・ 縦覧 

令和２ 年１ ２ 月～令和３ 年１ 月 港区都市計画審議会へ諮問 

令和３ 年２ 月 東京都都市計画審議会へ付議 

令和３ 年３ 月 都市計画変更 

令和２ 年７ 月２ ２ 日 資料№３ 

建 設 常 任 委 員 会  





令和２年７月２２日 資料№３－４
建 　設　 常 　任 　委 　員　会
　　


